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不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
七
年
八
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

政
令
第
二
百
七
十
号

不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
五
号
）
附
則
第
一
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

期
日
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
と
す
る
。

法
務
大
臣

南
野
知
惠
子

文
部
科
学
大
臣

中
山

成
彬

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

不
正
競
争
防
止
法
第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
外
国
公

務
員
等
で
政
令
で
定
め
る
者
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
七
年
八
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

政
令
第
二
百
七
十
一
号

不
正
競
争
防
止
法
第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
外

国
公
務
員
等
で
政
令
で
定
め
る
者
を
定
め
る
政
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

不
正
競
争
防
止
法
第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
外
国
公

務
員
等
で
政
令
で
定
め
る
者
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
三
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

題
名
及
び
本
則
中
「
第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
」を「
第

十
八
条
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
七
年
八
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

政
令
第
二
百
七
十
二
号

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法（
昭

和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
六

号
及
び
第
三
項
第
三
号
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
八
条

並
び
に
附
則
第
二
項
並
び
に
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
七
号
）
附
則
第

二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
令
（
昭

和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
号
中
「
適
合
す
る
も
の
」
の
下
に「（
次
条

第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
中
第

五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
第

八
号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
七

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
九

号
と
す
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
に
準
ず
る
施
設
又
は
事

業
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め

る
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
と

す
る
。

一

老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
で
あ

つ
て
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
又
は
第
四
十
二
条
の

二
第
一
項
本
文
の
指
定
に
係
る
も
の

二

老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の

う
ち
、
同
法
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業

を
行
う
も
の
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業

を
行
う
部
分
に
限
る
。）

三

老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の

四

老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
老
人
短
期
入
所
施
設
で

あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の

第
六
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
数
」
の
下
に
「
。
た
だ
し
、
第
二
項
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
所
に

お
い
て
使
用
す
る
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
の
数
に
当

該
事
業
所
の
特
定
社
会
福
祉
事
業
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数

（
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
切
り
捨
て
て
得
た
数
。
次
号
に
お
い
て
「
新
規
特
定
職

員
数
」
と
い
う
。）を
加
え
た
数
と
す
る
。」を
加
え
、
同
項

第
二
号
中
「
申
出
施
設
等
職
員
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た

数
」
を
「
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
の
数
と
申
出
施
設

等
職
員
の
数
と
を
合
計
し
た
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
。

た
だ
し
、
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
合
計
し
た
数
か
ら
新
規
特
定
職
員
数
を
控
除
し

て
得
た
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。」に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第

二
項
第
二
号
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
」に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

２

法
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
介
護

保
険
施
設
等
職
員
に
係
る
掛
金
の
額
は
、
単
位
掛
金
額

に
三
を
乗
じ
て
得
た
額
に
当
該
事
業
年
度
の
初
日
に
お

い
て
当
該
共
済
契
約
者
が
使
用
す
る
特
定
介
護
保
険
施

設
等
職
員
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
が
使
用
さ
れ
る
事
業

所
が
、
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行

い
、
か
つ
、
特
定
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る
業
務
量
の

割
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
社
会

福
祉
事
業
割
合
」
と
い
う
。）が
三
分
の
一
以
上
で
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員

に
係
る
掛
金
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す

る
。

一

単
位
掛
金
額
に
、
当
該
事
業
年
度
の
初
日
に
お
い

て
当
該
事
業
所
に
お
い
て
使
用
す
る
特
定
介
護
保
険

施
設
等
職
員
の
数
に
当
該
事
業
所
の
特
定
社
会
福
祉

事
業
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
（
そ
の
数
に
一
に
満
た

な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
て
得

た
数
。
以
下
「
特
定
職
員
数
」
と
い
う
。）を
乗
じ
て

得
た
額

３

施
設
又
は
事
業
の
転
換
を
行
う
場
合
の
特
例
に
関
す

る
事
項

共
済
契
約
者
が
、
そ
の
契
約
す
る
社
会
福
祉
施
設
又

は
特
定
社
会
福
祉
事
業
を
特
定
介
護
保
険
施
設
等
、
申

出
施
設
等
そ
の
他
の
施
設
又
は
事
業
へ
転
換
す
る
場
合

に
お
け
る
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
原
始
附
則
第
二
項
〜
第
七

項
関
係
）

４

こ
の
政
令
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
ゴ
ラ
ン
高
原
国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置
等
に
関
す
る
政

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
二
七
三
号
）（
内

閣
府
本
府
）

１

ゴ
ラ
ン
高
原
国
際
平
和
協
力
隊
を
置
く
期
間
を
平
成

一
八
年
三
月
三
一
日
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一

条
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。
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